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はじめに

近年，ダンピング受注の横行，建設会社の厳し

い経営状況等を背景に，建設工事の品質について

懸念を抱かざるを得ない状況が生じており，建設

工事の品質を確保し，発注者を保護するために

は，技術力のある建設業者の選定，適切な監督・

検査はもとより，目的物引渡し後の担保手段とし

て，必要十分な期間，瑕疵担保責任を問えること

が必要である。

このため，請負者の故意・重過失による瑕疵に

ついては１０年，これ以外の場合は２年となってい

る現在の公共工事における瑕疵担保期間につい

て，その延長を検討する必要がある。

一方，建設業者の倒産が高い水準で推移してい

る状況においては，建設業者の倒産等により，瑕

疵担保責任を果たせなくなることが懸念されるた

め，発注者を保護するためには，第三者である金

融機関等によって瑕疵担保責任の履行を確保する

保証制度について検討する必要がある。

また，瑕疵保証制度については，付保の段階で

保証人による審査が行われることから，信用力，

瑕疵発生の可能性等を審査することにより建設業

者の評価，選別が行われることが期待でき，ひい

ては，不良不適格業者の排除にも資するものと考

えられるため，こうした観点からも検討の必要が

あると考えられる。

このため，国土交通省においては，外部の有識

者および保証実務担当者からなる「瑕疵保証のあ

り方に関する研究会」（座長：金本良嗣東京大学

大学院経済学研究科・公共政策大学院教授）を，

昨年６月に設置し，６回にわたって検討を行い，

このほど報告書をとりまとめたところである。

以下，研究会における主な議論の内容を，「瑕

疵担保期間の延長」と「瑕疵保証制度のあり方」

という二つの観点から紹介する。

瑕疵担保期間の延長について

現在，わが国の公共工事における瑕疵担保責任

については，民法が定める瑕疵担保期間（１０年）

を短縮する形で，公共工事標準請負契約約款（以

下「公共約款」という）の規定が適用されてお

り，また，住宅については，住宅の品質確保の促

進等に関する法律の規定により，構造耐力上主要

な部分等について１０年の瑕疵担保責任が課されて

いる。

建設工事，特に公共工事は監督員の立会い，検

査等の下に施工されるものであり，契約内容と不

適合な部分が生ずる恐れは少ない上，長期間経過

すればそれが施工上の瑕疵か使用上の瑕疵かを巡

って争いを生じ，請負者を長期間不安定な地位に

おくことも過酷なことと考えられるため，公共約

款では，瑕疵担保期間を木造の建物等の建設工事

または設備工事等の場合には１年に，コンクリー
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ト造等の建物等または土木工作物等の建設工事の

場合には２年に短縮することが望ましいとしてい

る。一方，請負者の故意または重過失により生じ

た瑕疵については，発注者と請負者の利益の衡平

の観点から瑕疵担保期間を短縮することは適当で

ないことから，民法に規定されている瑕疵担保期

間の上限および請負者の過失により生じた工作物

責任に関する発注者から請負者への求償権の消滅

時効を踏まえ，ただし書により，その責任期間を

１０年としている。

しかしながら，公共約款制定後の施工技術の進

歩や，公共性の高い社会資本を整備する請負者の

責務の大きさ等を勘案すれば，瑕疵担保責任に関

するこの公共約款の考え方が，公共工事の品質に

懸念のある今日でも妥当であるかどうか検討する

必要があると考えられる。

瑕疵担保期間を十分なものとするに当たって

は，瑕疵担保責任の強化が，請負者の負担につな

がり，請負者を不安定な状態に置くことになって

しまうことから，真に発注者を保護する上で必要

な範囲を画するとともに，請負者にとって不当な

負担とならないような範囲を画する必要がある。

このような考え方の下，瑕疵担保期間を延長する

とした場合には，工事目的物の基本的な性能に関

する瑕疵については，瑕疵担保期間を１０年に延長

することが適当であるが，これに影響のない部分

については，従来どおりの瑕疵担保期間とするこ

とが適当であると考えられる。この場合，性能に

影響する部位を特定し，当該部位に応じた瑕疵担

保期間を設定すべきである。

しかしながら，発注者と請負者の責任関係が明

確でなく，ともすれば請負者の負担とされやすい

との指摘がある現状では，公共約款を改正して延

長を一般化すると請負者に過度の負担となる恐れ

があるため，延長の前提としては，明確かつ客観

的な瑕疵の定義付け，瑕疵の判断基準の整備，中

立的な第三者機関による瑕疵の認定スキームとい

った条件が整うことが必要であり，これらについ

ては，引き続き検討が必要である。

なお，瑕疵担保期間の延長を一般化することは

困難であるにしても，設計施工一括発注方式の場

合など，発注者と請負者の責任関係を明確にしや

すい事案，類例・実績が乏しい工法を採用する事

案で，どのような瑕疵が発生するのか発注者も想

定しづらいもの等については，発注者と請負者の

合意により，瑕疵担保期間の延長を検討し，実施

することも可能であり，ケースに応じて判断すべ

きものと考えられる。

瑕疵保証制度について

瑕疵保証制度は，請負者の瑕疵担保責任の履行

を確保することで発注者を保護することが可能に

なるとともに，保証のリスクを負う保証人が，倒

産リスクのみならず，瑕疵発生の確率も踏まえて

建設業者を審査できるとすれば，それを前提に保

証を付すことになることから，履行保証よりも建

設業者の選別機能が強く働くものと考えられ，不

良不適格業者の排除につなげることも可能であ

る。

瑕疵保証を制度化するとした場合に考えられる

制度設計は，以下のとおりである。

・保証の対象となる瑕疵については，公共工事の

目的物別にその範囲を明確化し，基本性能的な

ものに限定する。

・保証料の負担主体は請負者とし，保証料水準は

請負者の施工能力および信用力，瑕疵の発生率

および発生金額，倒産確率，免責範囲（金額・

条件）のデータに基づき妥当な水準となるよう

にする。

・瑕疵が発生し，かつ，請負者が倒産している場

合の修補費用について保証する制度とする。ま

た，発注者保護の観点から，発注者の責めに帰

さないものに限っては，請負者の故意・重過失

により発生した瑕疵も保証の対象とする。

・瑕疵保証の付保のタイミングは，契約時とす

る。

・発注者から保証金の支払いを求められた場合

に，第三者による瑕疵の認定を求めた上で支払

う制度とする。
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・瑕疵の認定をめぐる紛争の解決方法について

は，請負契約をめぐる紛争の処理過程と一本化

する方向で，手続の迅速性等の観点から検討す

る。

・保険会社が保証主体となる制度とするが，中小

の請負者の保護が図られるよう，配慮する。

・瑕疵保証期間については，例えば，当初１～２

年程度として制度をスタートさせ，段階的に延

長する。

・付保割合については，公共工事の請負契約につ

いて，５／１００～１０／１００を目安とする。

・保証制度が骨抜きにならないよう留意しつつ，

一定期間経過前に生じた瑕疵については支払い

の対象から除外する等，保証責任範囲を適切に

設定する。

考えられる制度設計は上述のとおりであるが，

瑕疵保証のリスク（瑕疵の発生確率，瑕疵の規

模，責任の所在の決まり方等）が不明確な状況で

は，保証主体としても，保証期間が長く，かつ，

保証割合も大きい本格的な瑕疵保証を制度化する

ことは困難であると考えられる。

このため，本格的な制度化の前提としては，発

注者と請負者の片務的な甲乙関係を改善するとと

もに，発注者，請負者，保証人において，保証の

対象とすべき瑕疵の定義や認定方法を工事の目的

物別に明確にし，３者が納得する紛争処理のスキ

ームを用意することが必要であると考えられる。

また，保証主体がリスク算定をするために必要と

なるデータを整えるとともに，発注者が瑕疵請求

をされた請負者を公表するなど，制度を健全に運

営するための措置について検討することも必要で

あり，さらに，保証人にとっては，保証枠や再保

険の問題もクリアしなければならないものと考え

られる。

こうした現状を踏まえれば，今すぐに本格的な

瑕疵保証制度を単独で立ち上げることは困難であ

るため，瑕疵保証の制度化に向けては，既存の瑕

疵担保特約付履行保証制度について，その商品内

容が瑕疵保証の目的を達成するのに必要な制度設

計を基本的に満たしていること，履行保証制度が

建設業者に対する保証制度として定着しており損

保会社に建設業者の審査についてのノウハウも蓄
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積されていること，といった理由から，この制度

をベースとして，これを応用し，実績を積み上げ

ていくことが現実的であると考えられる。

おわりに

瑕疵担保期間の延長と瑕疵保証制度の創設は，

建設工事の品質を確保する上で有効な手段である

と考えられるが，これらを実現するためには，対

象となる瑕疵を，工事目的物に求められる性能に

応じて特定することが前提であり，どのような施

設であればどのような基本性能を確保することが

求められるのか，その上で瑕疵担保責任を強化す

べき部位等はどのようなものか，ということを今

後の検討によって明らかにしていくことが必要で

ある。

また，発注者と請負者の甲乙関係の片務性が広

く見られるとの指摘がある中で瑕疵担保期間の延

長や瑕疵保証制度の創設を行うことについては，

請負者の負担が大きくなることについての懸念が

多く示されており，甲乙の責任関係の明確化と瑕

疵担保責任を判断する客観的な基準の整備を図る

ための調査・検討を進めるべきである。

同時に，瑕疵担保責任の有無にかかわらず目的

物の不具合の発生に際して請負者に修補を求めが

ちとされる発注者の姿勢，修補を求められれば修

補を受け入れがちとされる請負者の姿勢について

も，真に甲乙関係が対等なものとなるよう，双方

の意識改革と協議手続の明確化等の取り組みを図

るべきである。

瑕疵保証制度を実現するためには，既存の瑕疵

担保特約付履行保証制度をうまく応用して，実績

を積み重ねていくことが現実的であると考えら

れ，発注者においては，瑕疵を特定しやすい案件

等について，瑕疵担保特約付の履行保証を求める

発注方式を今まで以上に採用するなど具体的な取

り組みを検討，推進していくべきである。

また，本研究会では施工の瑕疵を中心に検討を

行ってきたが，工事目的物の瑕疵には設計の誤り

によるものもあることから，設計の誤りについて

の設計者の責任の果たし方，設計者に対する瑕疵

保証制度のあり方についても，今後検討を行うべ

きである。

本研究会における議論を通じて，わが国におけ

る瑕疵担保責任をめぐる現状が明らかとなり，今

後，発注者と請負者が明確な責任関係のもと，対

等な関係で工事の品質確保に向けて取り組むべき

課題が明らかになった。また，直ちに制度化する

ことは困難であるにしても，瑕疵担保期間の延長

や瑕疵保証制度の創設を行う際の制度設計の概要

を明らかにすることができ，今後の制度化に向け

ての礎となるものと考えられる。

本研究会の成果を踏まえ，瑕疵担保期間の延長

と瑕疵保証制度の創設について，今後の検討をし

て参りたい。

※国土交通省ホームページ「瑕疵保証のあり方に

関する研究会報告について」

URL：http : //www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/

010803_.html
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関口 潤一 東京海上日動火災保険株式会社財
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